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本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりと
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③ 可能性が高い場合 
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航空事故調査報告書 
 

所  属  日本貨物航空株式会社 
型  式  ボーイング式７４７－８Ｆ型 

登録記号  ＪＡ１３ＫＺ 
事故種類  復行時のテールストライク（胴体後部下面接触）による機体の損傷 

発生日時  令和３年２月１日 １８時５１分ごろ 
発生場所  成田国際空港 滑走路１６Ｒ 

 
令和５年７月２１日 

運輸安全委員会（航空部会）議決 

委 員 長  武 田 展 雄（部会長） 
委   員  島 村   淳 
委   員  丸 井 祐 一 
委   員  早 田 久 子 
委   員  中 西 美 和 
委   員  津 田 宏 果 

 

１ 調査の経過 

1.1 事故の概要 日本貨物航空株式会社所属ボーイング式７４７－８Ｆ型ＪＡ１３ＫＺは、令

和３年２月１日（月）１８時５１分ごろ、成田国際空港の滑走路１６Ｒへの着

陸時に、バウンドし機体の姿勢が不安定となったため、復行したが、機体後部

下面が滑走路に接触し、機体を損傷した。 

同機には、機長ほか乗務員１名、計２名が搭乗していたが、負傷者はいな  

かった。 

1.2 調査の概要 運輸安全委員会は、令和３年２月１日、本事故の調査を担当する主管調査官

ほか２名の航空事故調査官を指名した。本調査には、事故機の設計・製造国で

あるアメリカ合衆国の代表が参加した。 

原因関係者からの意見聴取及び関係国への意見照会を行った。 

 

２ 事実情報 

2.1 飛行の経過 機長及び副操縦士

の口述、飛行記録装

置（ＦＤＲ）、クイッ

ク・アクセス・レコ

ーダー（ＱＡＲ）及

び操縦室音声記録装

置（ＣＶＲ）の記録

並びに管制交信記録

によれば、飛行の経

過は概略次のとおり

であった。 

(1) 成田国際空港の進入までの状況 

日本貨物航空株式会社所属ボーイング式７４７－８Ｆ型ＪＡ１３Ｋ

図１ 同機 
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Ｚは、令和３年２月１日、同社の定期２５８便として、１５時３４分（時

刻は日本標準時、以下同じ。）に香港国際空港を成田国際空港（以下「同

空港」という。）に向けて離陸した。同機には、機長がＰＦ*1として左操縦

席に、副操縦士がＰＭ*1として右操縦席に着座していた。 

機長及び副操縦士は、前日はシンガポール共和国で宿泊だったが、乗務

はなく、睡眠は十分に取れ、出発前に疲労はなく体調にも問題ないと感じ

ていた。 

当日、当該便の前に、同機及び同運航乗務員にてシンガポール・チャン

ギ国際空港から香港国際空港へのフライト（飛行時間３時間５５分）が行

われていた。 

(2) 進入から接地までの状況 

１８時００分に発出された同空港のＡＴＩＳ情報*2で、同空港の風の情

報（１８０°／２kt）を入手した。また、同情報にはタービュランス及び

ウィンドシアーに関する情報はなかった。 
機長は、着陸形態をフラップ３０°、オートブレーキ３及び進入速度 

ＶRef
*3＋５ＫＩＡＳ*4で進入することとし、同空港への降下開始前に、ラ

ンディングブリーフィングを実施した。通常どおりのブリーフィングが

行われ、特記事項はなかった。 
同機は、東京ターミナル管制所成田入域管制席管制官から同空港のＩ

ＬＳ*5 Ｙ ＲＷＹ１６Ｒの精密セグメント*6にレーダー誘導された。同機

はオートパイロット及びオートスロットルを使用していた。 
１８時４７分１１秒、同機は成田飛行場管制所飛行場管制席管制官（成

田タワー）と交信し、ＩＬＳ Ｙ ＲＷＹ１６Ｒ進入の精密セグメントの開

始地点ＰＥＲＣＨに近づいていることを伝えた（図３参照）。 
１８時４８分３３秒、最終進入中の同機が、成田タワーに地上風を聞い

たところ、成田タワーは２００°／５ktと答えた。 
１８時４９分２１秒、成田タワーは同機に着陸許可の発出及び地上風

（２００°／４kt）を通報し、同機は応答した。 
同機は滑走路１６Ｒ（滑走路磁方位１５７°、滑走路進入端標高１３０

                                                   
                                                                                                                   

*1 「ＰＦ」及び「ＰＭ」とは、２名で操縦する航空機における役割分担からパイロットを識別する用語である。ＰＦは

Pilot Flyingの略で、主に航空機の操縦操作を行う。ＰＭは、Pilot Monitoringの略で、主に航空機の飛行状態のモニ

ター、ＰＦの操作のクロスチェック及び操縦以外の業務を行う。 
                                                                                                                   

                                                                                                                   

*2 「ＡＴＩＳ情報」とは、飛行場に発着する航空機を対象に提供される、当該飛行場の進入方式、使用滑走路、飛行場

の状態、気象情報等に関する情報である。 
                                                                                                                   

*3 「ＶRef」とは、航空機が着陸するために滑走路進入端を通過する際の基準となる対気速度のことである。 
                                                                                                                   

*4 「ＫＩＡＳ」とは、ノットで表示された指示対気速度のことである。 
                                \\                                                                                   

*5 「ＩＬＳ（Instrument Landing System：計器着陸装置）」とは、着陸のため進入中の航空機に対し、指向性のある電

波を発射し滑走路への進入コースを指示する無線着陸援助装置のことであり、滑走路への進入コースの中心から左右の

ずれを示すローカライザー（ＬＯＣ）と適切な進入角を示すグライド・スロープ（ＧＳ）及び滑走路までの距離を示す

マーカービーコン、ターミナルＤＭＥ又は代替フィックスから構成される。 

パイロットは、機上の指針方向に飛行することにより適切な進入コースに乗ることができる。 

ＬＯＣ信号のコース幅（表示装置の一番左のドットから右のドットまでの幅（左右２ドット））は、滑走路進入端で約

２１０ｍ（７００ft）になるように調整されている。 

ＧＳビームの幅（表示装置の一番上から一番下のドットまでの幅（上下２ドット））は約１.４４°の厚みをもってい

る。 
                                                                                                                   

*6 同空港のＩＬＳ Ｙ ＲＷＹ１６Ｒの精密セグメントは、パイロットはＰＥＲＣＨを２,８００ft で通過後、方位   

１５７°を３.０°のパスで降下する。本進入方式の決心高度はＩＬＳカテゴリーⅠの場合、３３０ftである。 
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ft、滑走路長４,０００ｍ）への進入中、横風に対してクラブ*7角を右に約

１０°取っていた。 
１８時５０分２３秒、同機は高度６３５ft（滑走路標高からの高さ５０

０ft（５００ft Above Field Elevation（ＡＦＥ））を通過した。副操縦

士は、「５００ft」とコールアウトし、機長はそれに対し「スタビライズ

ド」（安定した進入である）と答えた。 
１８時５０分３１秒、同機は高度５４２ft（電波高度計*8の高度（ＲＡ）

５００ft）でRunway Alignment Mode（2.6 節(4)参照）に入った。 

それ以降のＦＤＲ及びＱＡＲの記録は、付図１（１８時５０分３０秒か

ら１８時５１分４５秒）及び付図２（１８時５１分００秒から１８時５１

分３５秒拡大図）のとおりである。 
１８時５０分３７秒、機長は高度４６０ft（ＲＡ３５２ft）でオートパ

イロットを解除し、手動操縦へ移行(付図１①参照)した。 
オートパイロットを解除したとき、ＦＤＲに記録されていた風は  

２１８°／２２kt であったが、同機が降下するにつれ、風速は徐々に減

少し始めた。 
オートパイロットが解除されたため、Runway Alignment Modeが解除さ

れ、それまで左に切られていたラダーが中立位置に戻り(付図１②参照)、

同機の機首は右方向（風上側）に向いた。そのため、同機は滑走路に対し

て右方向に偏向し始めた。オートパイロットから手動操縦に移行したと

き、機長によるラダー操作はなかった。 
１８時５０分３９秒、同機は決心高度*9手前１００ft（高度４３０ft）

を通過した。副操縦士は、「アプローチングミニマ」とコールアウトし、

機長はそれに対し「チェック」と答えた。 
１８時５０分４２秒、機長はオートスロットルを解除した。 
１８時５０分４３秒、機長は、それまでは６６％程度であったエンジン

回転数（Ｎ１*10）を増加させ、７５～７７％にした。 
機体のピッチ角が増加し、同機はグライドスロープ（ＧＳ）の適切な進

入角（オングライドパス）から上方向に逸脱し始めた。 
１８時５０分４７秒、同機は決心高度（高度３３０ft）を通過した。副

操縦士は、「ミニマ」とコールアウトし、機長はそれに対し「ランディン

グ」と答え、視点を外部視界へと切り替えた。 
１８時５０分５０秒、同機が高度２８９ft（１５４ft ＡＦＥ）を通過

したとき、ＧＳのオングライドパスからの逸脱が＋１.０２ドット（付図

１③）となり、ローカライザー（ＬＯＣ）の進入コースの中心（オンコー

ス）からの逸脱が右方向へ０.２ドットとなった。 
機長は、右に偏向した同機を滑走路中心線に戻すため、同機を左にロー

ル（ロール角左４.２°）させ、左ラダーペダルを踏み（左８.８°、同機

のラダーペダルの最大位置は２０°）、修正しようとした。 
                                                   
                                                                                                                   

*7 「クラブ」とは、横風時の着陸において、横風によって流される量だけ機首を風上側に向けて進入する方法である。 
                                                                                                                   

*8 「電波高度計」とは、電波を用いた高度計のことで、気圧高度計と異なり、高度の直接測定を行う。自機から鉛直下

方に電波を発射し、その地上からの反射波を測定する。 
                                                                                                                   

*9 「決心高度」とは、着陸に向けての進入の継続可否を判断する進入限界高度のことである。 
                                                                                                                   

*10 「Ｎ１」とは、エンジンのファンと低圧圧縮機（ＬＰＣ）及び低圧タービン（ＬＰＴ）の回転数のことで、当該エン

ジンでは、エンジン最大推進力付近の回転数３,２８０rpmが１００％として表示される 
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しかし、１８時５０分５３秒、同機が高度２３５ft（１００ft ＡＦＥ）

を通過したとき、ＬＯＣのオンコースからの逸脱は、右方向に０.２８  

ドット、ＧＳのオングライドパスからの逸脱は＋１.５９ドット(付図１④

参照)となり、適切な飛行経路からの逸脱は更に広がった。 
１８時５０分５５秒、機長は機首下げ操作を行い、Ｎ１が６５％程度に

なるまで推力を減少させ、降下経路の修正を試みた。 
１８時５０分５６秒、降下率（Ｖ／Ｓ）が増加し、一時－１,０２４

fpm(付図１⑤参照)となった。 

ＦＤＲに記録されていた風速は、これ以降、増加し始めた。 
１８時５１分０３秒、滑走路末端を通過し、機長はフォワード・スラス

トレバーをアイドル位置にした。 
同機は滑走路中心線から左に偏向し始めた。機長は、同機を滑走路中心

線へ戻すため、右ラダーペダルを踏み（右１１.５°(付図１⑥参照)）、修

正操作を行った。 
１８時５１分０４秒、機長は、同機が中心線に戻って来たので、右ラ 

ダーペダルを緩めた。ＬＯＣのオンコースからの逸脱は０ドットとなっ

た（高度１２８ft（ＲＡ６ft））。 

１８時５１分０５秒、１３２ft（ＲＡ３ft） で、ＦＤＲに記録されて

いた右からの横風が最大となった（２４０°／２２kt （付図１⑦参照））。

機長は、同機を右にロールさせ、右ラダーペダルを踏んだ（右７.２°）。 

風は１８時５０分５４秒から１８時５１分０５秒の１１秒間で   

１４６°／０２ktから２４０°／２２ktと変化した。 

機長は、接地間際まで、気流が乱れていると感じていた。 

副操縦士は、高度５００ft以下で気流が乱れていると感じていた。 

(3) 接地から復行までの状況 

同機は、右にロール角

（右４.２°）をとったま

まの状態で、右主脚（右ボ

ディギア及び右ウィング

ギア）が接地(付図２①参

照)した。接地点位置は、滑

走路進入端から５２０ｍ

（ 目 標 点 標 識 の 中 心  

（４３０ｍ）より９０ｍ

奥）であった。接地時の機

首 方 位 （ Ｈ Ｄ Ｇ ） は   

１６３°（付図２②参照）

であった。機長は、同機の

ＨＤＧを滑走路磁方位に

合わせるために左ラダー

ペダルを踏んだ。 
１８時５１分０６秒、ロール角が右４.２°で、左ボディギアが接地（付

図２③参照）したが、バウンド（付図２④参照）した。スピードブレー  

図２ ギア位置 
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キ*11が展開したが、すぐに閉じた（スピードブレーキの作動状況は付図２

⑥参照）。 
１８時５１分０８秒、ロール角が右に３．９°で、左ボディギアが再接

地し、左ウィングギアも接地（付図２⑤参照)した。再びスピードブレー

キが展開し始めた。副操縦士は、手順（2.6 節(11)参照）に従い「スピー

ドブレーキアップ」とコールした。機長は、通常の着陸滑走の手順（2.6 

節(11)参照）どおりにリバース・スラストレバーを引き上げ、スラスト・

リバーサーを作動(付図２⑦参照)させた。しかし、機長は、自身が行った

リバース・スラストレバーの操作を自覚していなかった。ピッチ角は減少

し始めた。 

１８時５１分０９秒、ロール角が右に２.５°で、右ボディギア、左ボ

ディギア及び左ウィングギアがバウンド(付図２⑧参照)した。スピード

ブレーキは一旦閉じかけたが、すぐに展開した。その後、ロール角がほぼ

水平となり、ノーズギアを除く全てのギアが接地した。ピッチ角は  

１.４°となった。 

１８時５１分１０秒、スラスト・リバーサーの作動のため、エンジンの

トランスレーティング・カウル（ＴＣ）*12が展開し始めた。副操縦士は、

「リバーサーズ」とコールした。しかし、副操縦士は自身が行ったコール

を自覚していなかった。ピッチ角が上がり始めた。この後３.５秒間で 

ピッチ角は１.４°から９.８°(付図２⑨参照)となった。その変化量は、

２.４deg/sであった。 

１８時５１分１１秒、全てのエンジンのＴＣが展開した。 

１８時５１分１２秒、機長は、接地後から、左右の翼が交互に上下しそ

の後も収まらず、浮揚感も感じたため、復行を決意し「ゴーアラウンド

（ＧＡ）」とコールし、リバース・スラストレバーをダウン位置にし、  

フォワード・スラストレバーを最大操作量の位置(付図２⑩参照)まで進

め復行操作を開始した。機長は、機体の落着を恐れ、通常の復行操作手順

ではなくウィンドシアーからの脱出のための操作手順に従いフラップは

３０°のまま復行操作を行った。機長は、機体の姿勢の変化が気になり、

機体の速度を見ていなかった。 

１８時５１分１３秒、Pitch Augmentation Control System（ＰＡＣＳ）

（2.6 節(13)参照）は作動(ＰＡＣＳの作動状況は付図２⑪参照）したが、

ピッチ角は、９.８°(付図２⑫参照)となった。速度は１３９ＫＩＡＳ(付

図２⑬参照)まで減少した。ＴＣは閉鎖方向に動き始めた。 

１８時５１分１５秒、全てのエンジンのＴＣが完全閉鎖した（ＴＣの作

動状況は付図２⑭参照）。ＴＣが完全閉鎖したエンジンから徐々にＮ１が

上昇（付図２⑮参照）し始めた。運航乗務員はエンジンの回転数の増加が

                                                   
*11 ボーイング式７４７－８Ｆには翼上面にスピードブレーキとして働く片翼６枚（両翼１２枚）のスポイラーがある。

地上において、スピードブレーキレバーがアーム位置にあり、No.１及び No.３エンジンのスラストレバーがアイドル

位置近くにあり、少なくとも右主脚の一つ及び左主脚（左ボディギア及び左ウィングギア）の一つが接地するとスピー

トブレーキレバーがアップ位置に動き、全てのスポイラーが展開される。 

*12 「トランスレーティング・カウル（ＴＣ）」とは、エンジンからの前進推力を後方に噴射するための役割と、着陸後、

航空機の速度を落とすために後方にスライドし、前進推力の噴流をせき止め、その噴流を斜め前方に噴射させる役割を

持つカウリングの一部のことをいう。ＴＣはリバース・スラストレバーを引き上げることにより後方に動き展開され

る。ＴＣが展開されるとフォワード・スラストレバーを最大操作量位置まで進めても、ＴＣが完全閉鎖するまでエンジ

ンの制御上、エンジン推力は増加されない。 
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遅いと感じていたが、それはＮ１がミニマムアイドルまで低下していた

ためだと思っていた。 

１８時５１分２１秒、速度は地上滑走中の最低値の１２３ＫＩＡＳ（付

図２⑯参照）となった。その後、速度は増加し始めた。 

１８時５１分２５秒、全てのエンジンのＮ１が９０％を超えた（付図２

⑰参照）。ＰＡＣＳは作動（ＰＡＣＳの作動状況は付図２⑱参照）したが、

その後３秒間、ピッチ角は９.８°（付図２⑲参照）となった。速度は  

１３２ＫＩＡＳから１３４ＫＩＡＳとなった。同機は、ノーズギアを接地

しないまま地上滑走をした。機長は、地上滑走中も機体の姿勢の変化と滑

走路残距離が気になり、機体の速度を見ていなかった。１８時５１分２６

秒、ロール角が左に２.５°となり、右ウィングギアが浮揚(付図２⑳参

照)した。 

１８時５１分３１秒、同機は復行した。ピッチ角は１０.２°(付図２㉑

参照)、速度は１４３ＫＩＡＳ、ロール角は左２.８°であった。滑走路残

距離は１,６１９ｍであった。 

(4) 復行後の状況 

復行してから２秒間、失速警報装置が作動(付図２㉒参照)した。副操縦

士は「プッシュノーズダウン」とコールアウトし、機長にピッチ角を下げ

させるように注意を促した。 

１８時５１分４０秒、成田タワーに復行したことを通報した。 

１８時５２分０７秒、成田タワーから成田出域管制席への移管を指示

した。その際に成田タワーから復行の理由を聞かれ、運航乗務員は「ウィ

ンドシアーのため」と答えた。 

同機は、２回目の進入では気流の乱れを考慮し、着陸形態をフラップ 

２５°、進入速度をＶRef＋８ＫＩＡＳとして進入した。 

先行着陸機からタワーに対して、接地間際にウィンドシアーに遭遇し

たとの通報があった。 

１９時０８分１２秒、同機は滑走路１６Ｒに着陸した。 

スポットイン後、機体の外部点検を行った整備士は、機体後部下面に擦

過痕を発見した。運航乗務員は、整備士から報告を受けるまでテールスト

ライクに気が付かなかった。 
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本事故の発生場所は、成田国際空港の滑走路１６Ｒ上（北緯３５度４５分 

１９秒、東経１４０度２２分５６秒）で、発生日時は、令和３年２月１日、   

１８時５１分ごろであった。 

2.2 損壊 航空機の損壊の程度 中破 

 機体後部下面の外板及び構造部材における損傷及び変形 

2.3 乗組員等 (1) 機長 ６１歳 

定期運送用操縦士技能証明書（飛行機）   平成１３年１１月８日 

限定事項 ボーイング式７４７－４００型*13 平成１９年５月１７日 

第１種航空身体検査証明書     有効期限 令和３年５月１１日 

総飛行時間                １９,６２６時間０９分 

最近３０日間の飛行時間            ４６時間４５分 

同型式機による飛行時間           ６,６７０時間２９分 

最近３０日間の飛行時間            ４６時間４５分 

(2) 副操縦士 ３６歳 

定期運送用操縦士技能証明書（飛行機）   平成２８年５月２６日 

限定事項 ボーイング式７４７－４００型  平成２８年５月２日 

第１種航空身体検査証明書      有効期限 令和３年７月６日 
総飛行時間                 ７,０５２時間５６分 

最近３０日間の飛行時間            ６２時間００分 

同型式機による飛行時間           ２,１５４時間３８分 

最近３０日間の飛行時間            ６２時間００分 

2.4 航空機等 航空機型式：ボーイング式７４７－８Ｆ型 

                                                   
*13 航空法第２５条並びに航空法施行規則第５３条及び５４条の規定に基づく技能証明の限定において、ボーイング式

７４７－４００型とボーイング式７４７－８Ｆ型は同じ型式限定である。 

図３ 推定飛行経路図 
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製造番号：３６１３８、製造年月日：平成２３年２月３日 
耐空証明書：第東－２０２０－１２１号、有効期限：整備規程（日本貨物航空

株式会社）の適用を受けている期間 
耐空類別：飛行機 輸送Ｔ、総飛行時間：３２,３０５時間３７分 
本事故発生時、同機の重量及び重心位置は、許容範囲内にあった。 

2.5  気象 (1) 同空港の飛行場気象解説情報 

令和３年２月１日１６時に成田航空地方気象台が発表した同空港の飛行

場気象解説情報によると、関東・中部地域の天気概況に関しては、１日０９

時では東シナ海から西日本に前線がのびており、沿海州には前線を伴った

低気圧があって北東進していると発表した。同空港に関するコメントとし

て、１日１８時ごろには、ウィンドシアーに関する飛行場気象情報を発表す

る見込みであるとしていた。 

 

 

(2) 同空港の定時飛行場実況気象通報式（ＭＥＴＡＲ）及び着陸用飛行場予報 

１８時００分 風向 １８０°、風速 ２kt、卓越視程 １０km以上、 

     雲 雲量 １／８ 雲形 積雲 雲底の高さ ２,０００ft、 

       雲量 ３／８ 雲形 高積雲 雲底の高さ １４,０００ft、 

       気温 ７℃、露点温度 ６℃   

       高度計規正値（ＱＮＨ） ３０.０８inHg 

気象要素に重要な変化が予報されない 

   １８時３０分 風向 １６０°、風速 ６kt、 

     風向変動 １４０°～２００°、卓越視程 １０km以上、 

     雲 雲量 １／８ 雲形 積雲 雲底の高さ ２,０００ft、 

       雲量 ３／８ 雲形 高積雲 雲底の高さ １３,０００ft、 

       気温 ９℃、露点温度 ６℃   

       高度計規正値（ＱＮＨ） ３０.０６inHg 

       気象要素に重要な変化が予報されない 

   １９時００分 風向 ２１０°、風速 ９kt、卓越視程 １０km以上、 

     雲 雲量 １／８ 雲形 積雲 雲底の高さ ２,５００ft、 

       気温 １０℃、露点温度 ６℃ 

       高度計規正値（ＱＮＨ） ３０.０５inHg 

       気象要素に重要な変化が予報されない 

(3) 同空港の事故発生時間帯の滑走路１６Ｒにおける空港低層風情報（ＡＬ 

ＷＩＮ）は、次のとおりであった。 

図４ 令和３年２月１日 アジア太平洋地上天気図抜粋（参考） 

１５時 ２１時 
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表１ 滑走路１６Ｒ空港低層風情報（ＡＬＷＩＮ） 

観測時刻 １８時４８分 １８時５０分 １８時５３分 

高度

（ft） 

風向（°）/風速

（kt） 

風向（°）/風速

（kt） 

風向（°）/風速

（kt） 

１,０００ ２３０/３７ ２３０/３１ ２３０/２８ 

７５０ ２１０/２８ ２２０/３０ ２２０/３０ 

５００ ２００/２０ ２１０/２４ ２２０/２６ 

４００ ２００/１８ ２１０/２１ ２１０/２４ 

３００ ２１０/１５ ２１０/１７ ２１０/２０ 

２００ ２１０/１３ ２１０/１４ ２００/１６ 

１００ ２２０/１０ ２２０/１２ ２１０/１２ 

５０ ２２０/０８ ２２０/０９ ２１０/１０ 

地上 ２００/０４ ２２０/０５ ２２０/０６ 

    
2.6 その他必要な 

事項 

(1) 機体の損壊状況 

機体後部下面の外板に、全長約３.０ｍ、最大幅約０.９ｍの損傷があり、

内部の構造部材が変形していた。 

(2) 映像記録 

成田市さくらの山で同空港に着陸する航空機の動画を撮影していた目撃

者がいた。撮影された動画には、同機が接地しバウンドした後に、大きく機

首が上がった様子が映像で記録されていた。 
(3) 滑走路点検 

成田国際空港株式会社（ＮＡＡ）は、本事案を受け、同機の着陸後、滑走

図５ 損傷状況 
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路点検を実施したが、同機のテールストライクに係る滑走路への擦過痕は

確認できなかった。 

(4) Runway Alignment Modeについて 

同機のAutomatic Flight Systemには、Runway Alignment Modeが装備さ

れている。 

Runway Alignment Modeは、横風下において通常のオートパイロット作動

時にクラブを取って飛行させた後、風上側にバンク（サイドスリップ）さ

せ、クラブとサイドスリップを併用することにより、機体を着陸滑走路に 

まっすぐに進入させるための機能である。 

オートパイロットによるラダーコントロールが作動している状態でオー

トパイロットを解除すると、ラダーが中立位置（トリムをとっていたらトリ

ム位置）に戻るため、機首は風上側に変位する。そのため、パイロットは手

動操縦へスムーズに移行するために、ラダー操作を行い機体のバランスを

保つ必要がある。 

(5) スタビライズド・アプローチに関する規定 

   同社Airplane Operations Manual（ＡＯＭ*14）には、スタビライズド・

アプローチ（安定した進入）について以下の記載がある。（抜粋） 

スタビライズド・アプローチとは、１,０００ft ＡＦＥまでに下記スタ

ビライズド状態を確立し進入・着陸することをいう。１,０００ft ＡＦＥ

までにスタビライズド状態を確立できない場合、または１,０００ft ＡＦ

Ｅ以降継続してスタビライズド状態を維持できない場合、躊躇なく復行し

なければならない。 

スタビライズド状態とは以下に示す基準を全て満たしていることをい

う。 

（中略） 

・機体が適切な飛行経路を飛行していること。 

・小さなＨＤＧ／ピッチ角の修正だけで適切な飛行経路を維持できるこ

と。 

（中略） 

・Ｖ／Ｓが１,０００fpm以下であること。（大きい着陸重量、気象状況等

により１,０００fpm を超えるＶ／Ｓが必要な場合を除く。ただし、適

切なＶ／Ｓを事前に確認しておくこと。） 

（中略） 

・ＩＬＳ進入では、ＧＳのオングライドパスおよび ＬＯＣのオンコース

からの逸脱は  １ドット以内にあること。 

(6)  ウィンドシアー遭遇時の飛行に関する規定 

    同社のＡＯＭにはウィンドシアー遭遇時の飛行について以下の内容の記

載がある。 

飛行中にウィンドシアーに遭遇した場合、Windshear Escape Maneuver 

（ウィンドシアーからの脱出操作）を実施する。 

手動操縦の場合、ＰＦはオートパイロットを解除し、直ちに最大推力を 

                                                   
*14 「ＡＯＭ」とは、航空機の性能、運用及び乗員の操作に関する規定で、機種ごとに設定されており、航空機メーカー

発行のマニュアルを基に、航空会社が検討を加えて発行している。運用限界、通常操作、緊急・故障時操作、諸系統及

びその操作、性能、特殊運航、ウェイト・アンド・バランス等を規定している。 
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セットする。ＰＭは最大推力がセットされたことを確認する。 

ウィンドシアーの危険性がなくなるまで、フラップ又はギア位置を変更

してはならない。 

(7) コールアウトに関する規定 

同社のＡＯＭには、ＰＭは１,０００ft ＡＦＥ以下において、意図する

飛行経路からの逸脱を認めた場合のコールアウトに関して以下の内容の記

載がある。 

降下率が１,０００fpm を超えた場合は「シンク・レート」とコールアウ

トする。 

ＧＳのオングライドパスから１ドットを超えた場合は、「グライド・ス 

ロープ」とコールアウトする。 

(8) 復行に関する規定 

    同社のOperations Manual（ＯＭ*15）SUPPLEMENTには、復行に関して、以

下の内容の記載がある。 

ＡＯＭに定めるスタビライズド・アプローチを確立し得ないと判断した

とき、あるいはスタビライズド・アプローチの要件を継続して満足できない

場合、復行を実施する。 

(9)  復行操作の手順に関する規定 

同社のＡＯＭには復行操作の手順について以下の内容の記載がある。 

・ＰＦは、「ゴーアラウンド」とコールすると同時にスラストレバーのＴ

Ｏ／ＧＡスイッチ*16を押し、「フラップ２０」とコールする。 

・ＰＦの指示に従い、ＰＭは、フラップを２０°にセットする。 

(10) テールストライク 

同社のFlight Crew Training Manual（ＦＣＴＭ*17)には、着陸時のテー

ルストライクの要因として以下の記載がある。（抜粋） 

着陸における危険要因 

・不安定な進入 

フライトレコーダーのデータによると、500フィート以下で安定しない

状態で飛行を続ける乗務員は、めったに進入を安定させることができ

ない。 

（中略） 

接地時にスポイラーを展開したまま急激にピッチ角を上げると、スポ

イラー（スピードブレーキ）によって機首上げの力が加わりピッチ姿勢

が増大しテールストライクを起こす可能性が高くなる。 

（中略） 

・復行時の過大な機首上げ 

着陸時のフレア操作時や着陸後など進入のかなり遅い段階で行われる

復行はテールストライクの原因の一つである。（中略）パイロットが 

ピッチコマンドのバーまでピッチを急激に上げると、飛行機がそれに

                                                   
*15 「ＯＭ」とは、運航関係の業務に関する基本方針、実施大綱、規則などを定めたもので、航空会社の方針に基づいて

設定されており、運航管理、運航基準、地上運航従事者、乗員、最低気象条件、緊急対策、その他で構成されている。 

*16 「ＴＯ／ＧＡスイッチ」とは、スラストレバーに付いているオートスロットルに関連するスイッチのことをいう。離

陸の際に押すとスラストレバーはオートスロットルにより離陸推力まで進められ、進入中に押すとスラストレバーは、

オートスロットルによりゴ―アラウンド推力まで進められる。 
*17 「ＦＣＴＭ」とは、同型機の操縦方法に関する実践的な情報をパイロットに提供するためのマニュアルである。 
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反応して上昇し始める前にテールストライクを起こすことがある。復

行においては、ピッチ姿勢の確立だけではなく、推力を増加させること

が必要である。推力の増加がピッチ姿勢の増加に対して十分でない場

合、速度が低下してテールストライクを起こす可能性が高くなる。 

(11) 着陸滑走に関する規定 

同社のＡＯＭには、着陸滑走に関して、以下の記載がある。（抜粋） 

Landing Roll Procedure（地上滑走手順） 

ＰＦ ＰＭ 

スラストレバーが閉じていることを

確認すること。 

スピードブレーキレバーがアップで

あることを確認すること。 

スピードブレーキレバーがアップで

あることを確認する。 

"スピードブレーキアップ"とコール

する。 

（中略） 

ロールアウトの進捗をモニターする。 

（中略） 

警告：リバース・スラストレバー作動後はフルストップしなければならな

い。 

エンジンがリバースのままでは、安全な飛行ができない。 

遅滞なく、リバース・スラストレ  

バーをインターロック位置まで動か

し、インターロックが解除されるま

で軽く圧力をかけたままにする。そ

の後、必要に応じて、リバース推力

を加える。 

フォワード・スラストレバーが閉じ

ていることを確認する。 

全ての リバース・インジケーターが

緑色になったら、"リバーサーズノー

マル" とコールする。 

（中略） 

 

(12) スラストレバー 

① 同社のＡＯＭには、スラストレバーについて以下の記載がある。（抜粋） 

ａ リバース・スラストレバー（図６①） 
エンジンのリバース・スラストを制御する。 
リバース・スラストはフォワード・スラストレバーがアイドル位置に

なっているときのみに操作することができる。 
自動的にスピードブレーキを作動させる。 

ｂ フォワード・スラストレバー（図６②） 
エンジンのフォワード・ス

ラストを制御する。スラスト

レバーはリバース・スラスト

レバーがダウン位置にない

と前に動かすことはできな

い。 
 
 
 
 
 

図６ スラストレバー 
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② 同社のＦＣＴＭには、リバース・スラストレバーの操作方法について以

下の記載がある（図７） 

(13) ＰＡＣＳについて 

同社のＡＯＭには、ＰＡＣＳについて、以下の記載がある。（抜粋） 

ＰＡＣＳは、ピッチの安定性と着陸時のフレアを補助するシステムであ

る。 

ＰＡＣＳは、ピッチ方向の機体の安定性の維持及び着陸時の引き起こし

操作を補助するものである。ＰＡＣＳによりエレベーターの作動が制御さ

れるが、ＰＡＣＳの動作が操縦桿に反映されることはない。 

ＰＡＣＳには以下の機能がある。 

• 高迎角時・・・・ＰＡＣＳはＡＯＡ*18ベーンによって検知された迎角が

計算された閾値より大きい場合、エレベーターを機首下げ方向に動か

す。 

（中略） 

• テールストライク・プロテクション・・・・離陸及び着陸の際、ＰＡＣ

Ｓはテールストライクの可能性を計算し、航空機の尾部が地面に接触

しないように必要に応じて機首下げ方向にエレベーターを動かす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
*18 「ＡＯＡ」とは、迎え角のことであり、翼が一様な気流の中に置かれたとき、この気流の方向と翼弦線のなす角度の

ことである。 

図７ リバース・スラストレバー操作方法 
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(14) 通常着陸時の地上接触（グランドコンタクト）について 

同社のＦＣＴＭには、通常着陸時のグランドコンタクトについて以下の

内容の記載がある。 

ロール角０°、ピッチ角 

１０.２°からロール角 

５.４°、ピッチ角１０.８°

までを結ぶ線分（図８赤線）

を超えるとボディギア、テー

ルが接触する可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15) 運航乗務員の乗務割及びアルコール検査 

同社のＯＭには、乗務割の基準に関して、以下の記載がある。（抜粋） 

  

運航乗務員の編成 

連続２４時間における 乗務時間 

乗務 

時間 

勤務 

時間 

着陸 

回数 

１ 

暦月 

３ 

暦月 

１ 

暦年 

国際 

運航 

機長資格操縦士 １名 

機長資格操縦士 または 

副操縦士操縦士 １名 

１２ 

時間 

１５ 

時間 

５回 ９５ 

時間 

２５０ 

時間 

９４０ 

時間 

機長及び副操縦士は、連続２４時間における乗務時間８時間５３分及び

勤務時間１４時間１０分であり、この乗務割の基準に則って、乗務を実施し

ていた。 

シンガポール・チャンギ国際空港出発前及び成田国際空港到着後に行わ

れたアルコール検査は、機長及び副操縦士ともに、０.００mg/Lであった。 

(16) 機長及び副操縦士の受けた教育・訓練及び審査の状況 

本事故発生までの間、定期的に訓練及び審査を受けており、マネージメン

ト、モニター業務、ＬＯＦＴ*19訓練及び年度ごとに Crew Resource 

Management（ＣＲＭ）スキルのテーマを設けて行われたＣＲＭ／Threat and 

Error Management（ＴＥＭ）訓練等の総合所見に問題はなかった。 
(17) ＣＲＭ／ＴＥＭについて 

① ＴＥＭ 

ヒューマンエラーに起因する航空事故を防止するため、従来からＣＲ

                                                   
*19 「ＬＯＦＴ」とは、Line Oriented Flight Training の略で、通常の運航乗務員編成により模擬飛行装置を使用し

て、路線訓練における通常状態並びに発生する可能性のある異常状態及び緊急状態の模擬を行い、ＣＲＭを実施する能

力の向上を目的とした訓練のことをいう。 

図８ グランドコンタクトアングル 
（通常着陸時） 
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Ｍ/ＬＯＦＴに代表されるヒューマンファクター訓練が運航乗務員に対

して導入されているが、現在では、ヒューマンエラーは必ず発生するとい

う考えの下でＴＥＭの概念が運航乗務員の訓練等の要件に含まれてい

る。ここでいう Threat（スレット）とは、運航を複雑にし、エラーを誘

発する様々な要因で、適切に対応しないと安全マージンを減少させてし

まう脅威のことであり、Error（エラー）とは、組織若しくは運航乗務員

の意図又は予期から逸脱することにつながる運航乗務員の作為若しくは

不作為のことである。ＴＥＭを実践するため、運航乗務員は、ＣＲＭスキ

ルの発揮が求められる。 

② ＣＲＭスキル 

米国連邦航空局（Federal Aviation Administration（ＦＡＡ））発行の

Crew Resource Management : An Introductory Handbook（ＣＲＭ ＨＤ

ＢＫ）には、ＣＲＭスキルは、コミュニケーションと意思決定、チーム形

成と維持及びワークロードの管理と状況認識に分類されることが記述さ

れている。 

このうち、状況認識マネージメントについて、ＦＡＡの「モニター業務

に関する通達」には、以下の記述がある。（抜粋） 

クルーパフォーマンス、インシデント及び事故に関する研究の結果、航

空安全にとっての脆弱点として「不十分なモニターやクロスチェック」が

明らかにされてきた。エラーや不安全状況を検知することが事故に繋が

るイベントの連鎖を断ち切ることから、有効なモニターやクロスチェッ

クは、事故を防ぐ最後の砦であり、防御線である。（中略）運航乗務員は、

安全マージンを脅かす可能性のある事象を特定し、未然に防ぎ、軽減する

ためにモニターしなければならない。 

コミュニケーションについては、 ＦＡＡのＣＲＭ ＨＤＢＫには、操縦

室内での情報交換が重要であること、有効なコミュニケーションのため

には、懸念や助言は積極的にはっきりと表明することが重要であると指

摘されている。 

(18) 同空港におけるウィンドシアーが関与して発生した航空事故 

同空港におけるウィンドシアーが関与して発生した類似事案として、平

成２年３月２４日１４時１２分ごろ、滑走路１６（現滑走路１６Ｒ）へ着陸

する際ハード・ランディングして、左主翼翼根部リヤ・スパー及びその周辺

部が破損し、第１燃料タンクから燃料が流出した航空事故（https://www.m

lit.go.jp/jtsb/aircraft/rep-acci/92-2B-VR-HOC.pdf）及び平成２４年６

月２０日１３時２３分ごろ、滑走路１６Ｒへ着陸の際にバウンドし、強い衝

撃により機体を損傷した航空事故（https://www.mlit.go.jp/jtsb/aircraf

t/rep-acci/AA2016-6-2-JA610A.pdf）がある。 
 
３ 分析 

(1) 気象との関係 

ＦＤＲに記録された風及び運航乗務員の口述から、高度５００ft 以下で、横風が強かったこと

が推定され、また、気流の乱れがあった可能性が考えられる。 

運航乗務員は、地上での風速の通報が５kt未満であったものの、上空では横風が２０ktを超え

ている状況であったことから、進入時のブリーフィングなどで横風等の気流の乱れに対する対応
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（復行）などを事前に検討し、運航乗務員間で共有しておく必要があったものと考えられる。 

(2) 進入時の状況及び着陸の判断 

同機のＦＤＲ及びＱＡＲの記録から、同機は、オートパイロット解除までは安定した進入であっ

たと認められる。 

機長は高度４６０ft（ＲＡ３４１ft）のときにオートパイロットを解除した。オートパイロット

が解除されたため、Runway Alignment Modeがキャンセルとなり、左に切られていたラダーが中立

位置（トリム位置）に戻り、同機の機首は風上側へ変位し始めた。機長は、同機のこの挙動に対す

る適切なラダー操作及び横風に対する適切な操作ができなかったため、同機の進路が右に偏向し、

滑走路中心線から右に逸脱したものと考えられる。 

機長が適切な操作ができなかったことについては、機長は、低高度でのオートパイロットの解除

をスレットとして認識できていなかったものと考えられる。 

その後、機長は、オートスロットルを解除し推力を増加させた。推力の増加によりピッチ角が上

がったため、ＧＳのオングライドパスから逸脱したものと考えられる。 

ＧＳのオングライドパスからの逸脱量は、同社のスタビライズド・アプローチの規定を超えた

が、機長は修正可能と判断して進入を継続したものと考えられる。ＬＯＣのオンコースからの逸

脱は、機長が接地寸前にラダー操作することによって修正されたが、同機の進入は、スタビライズ

ド・アプローチが維持されておらず、機長は、早期に復行を行うべきであったものと考えられる。

また、副操縦士は、ＧＳのオングライドパスからの逸脱量及びＶ／Ｓが同社の規定を超えたとき

にコールアウトして、直ちに機長に復行を促すべきであったものと考えられる。 

(3) 接地時の状況 

同機は、右に４.２°のロール角をとったままの状態で、ＨＤＧが滑走路磁方位より６.０°右

で、右主脚から接地した。接地後、機長は、同機のＨＤＧを滑走路磁方位に合わせるために左ラ 

ダーペダルを踏んだ。左ボディギアは接地したが、バウンドしたため、左ウィングギアは接地しな

かった。この時、機長は、右からの横風に対して、右翼を下げるためのエルロンを使い、左への 

ロールスピードを抑える必要があった可能性が考えられる。スピードブレーキは展開したが、す

ぐに閉じた。 

接地３秒後、全ての主脚が接地し、再びスピードブレーキが展開し始めた。機長は、副操縦士の

「スピードブレーキアップ」のコールを聞き、反射的にリバース・スラストレバーを操作したもの

と考えられる。リバース・スラストレバーが操作されたことによって、スラスト・リバーサーが作

動し、副操縦士は「リバーサーズ」とコールした。これは、スラスト・リバーサーが作動したとき

にコールする「リバーサーズノーマル」を言い掛けたものと考えられる。しかし、機長及び副操縦

士はスラスト・リバーサーの作動を覚えていなかった。機長及び副操縦士が、スラスト・リバーサ

ーの作動を覚えていなかったことについては、機長の操作及び副操縦士のコールが、いずれも反

射的な反応となっていたこと、及び着陸後、同機の挙動が不安定であったためその挙動の変化に

気を取られていたことによるものと考えられる。 

リバース・スラストレバーの操作は接地の確認を一つの要素のみ（例えば、スピードブレーキ 

アップのコールのみ、など）で行うのではなく、主脚の確実な接地やオートブレーキの作動を意識

的に確認してから操作するべきである。 

一時１.４°まで減少したピッチ角は、展開され始めたスピードブレーキにより発生した機首上

げの力の影響により機首上げ方向へ増加し始めたものと考えられる。 

(4) 復行の判断 

機長は接地後、同機がバウンドを繰り返し姿勢が不安定であり、ピッチ角が機首上げ方向に増加

したことに伴う浮揚感を感じたため、復行を決断したものと考えられる。 

しかし、機長が復行を決断したとき、既にスラスト・リバーサーを作動させており、ＡＯＭの規
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定に反することになることから、この段階からの復行は適切ではなかったと考えられる。機長は、

機首を下げてノーズギアを早く接地させ方向性を保持して着陸滑走し、フルストップすべきで 

あった。復行の判断は、機体の状況を的確に把握したうえで行うべきである。 

(5) 復行の操作 

機長は、「ゴーアラウンド（ＧＡ）」とコールし、リバース・スラストレバーをダウン位置にし、

フォワード・スラストレバーを最大操作量の位置まで進め復行操作を開始した。しかし、既にスラ

スト・リバーサーを作動させていたため、ＴＣが完全閉鎖するまでエンジン推力が増加せず、速度

が増加するまで時間を要したものと考えられる。復行操作時、機長は、機体の姿勢の変化及び滑走

路残距離が気になり、機体の速度を見ていなかった。同機は機体が浮揚するために必要な速度を

得られないまま、機長により、過度な機首上げ姿勢を継続する操作が行われたものと考えられる。 

機長による過度な機首上げ姿勢を継続する操作が行われたことについては、機長が、同機が浮揚

した状態であると判断し、ウィンドシアーの影響によって機体が落着することを恐れて、速やか

に地上から離れようとしたことによるものと考えられる。 

機長が浮揚した状態であると判断したことについては、同機がバウンドしたことに加え、夜間で

あったため滑走路やその周辺の地物が見えづらく、高度や姿勢の判定が難しい状況にあった可能

性が考えられる。 

(6) 復行操作時の同機の状況 

復行操作時、ＰＡＣＳが作動し、テールストライクが発生しないよう機首下げ方向にエレベー 

ターを制御していたが、１８時５１分１３秒に、同機のピッチ角は９.８°となった。そのときの

速度は１３９ＫＩＡＳであった。 

更にその後の復行のための地上滑走中にもＰＡＣＳが作動し、テールストライクが発生しない

よう機首下げ方向にエレベーターを制御していたが、１８時５１分２５秒から３秒間、ピッチ角

は９.８°となった。速度は１３０ＫＩＡＳから１３６ＫＩＡＳとなった。 

同機が浮揚したときのピッチ角は１０.２°、バンク角は左２.８°及び速度は１４３ＫＩＡＳ

であった。 

(7) テールストライクの発生 

テールストライクがどの時点で発生したのかは、滑走路上の痕跡も発見できていないことから、

特定できないものの、映像記録、機体の状況（３.５秒間でピッチ角が１.４°から９.８°に大き

く変化し、速度１３９ＫＩＡＳまで減速、スポイラーが展開され、ＰＡＣＳが作動）及び2.6(14) 

を参考に分析すると、復行操作時（１８時５１分１３秒）に発生したものと推定される。 

さらに、地上滑走中の１８時５１分２５秒から１８時５１分２８秒の機体の状況（ピッチ角が３

秒間９.８°となり、速度は１３２ＫＩＡＳから１３４ＫＩＡＳと低速で、ＰＡＣＳが作動）及び

浮揚時（１８時５１分３１秒）の機体の状況（ピッチ角が１０.２°、速度は１４３ＫＩＡＳ、バ

ンク角は左２.８°）を分析すると、その際にもテールストライクが発生した可能性が考えられる。 

(8) 浮揚直後の同機の状況 

浮揚直後、２秒間、失速警報装置が作動した。これは浮揚したときの同機の速度が失速速度に近

かったことを裏付けるもので、同機は、失速するおそれがあったものと考えられる。しかし、副操

縦士のアサーションによりこの事態は回避された。 

エラーや不安全状況を検知することが事故につながるイベントの連鎖を断ち切ることから、有

効なモニターやクロスチェックは大変重要である。 

(9) 同社におけるＣＲＭ／ＴＥＭ教育・訓練 

同社では、運航乗務員に対して、ＬＯＦＴ訓練及び座学訓練を定期的に実施しており、座学のＣ

ＲＭ／ＴＥＭ訓練では年度ごとにＣＲＭスキルのテーマを設けて教育する等、ＣＲＭ／ＴＥＭ教

育・訓練に取り組んできたものと考えられる。しかし、３(2)に記述したとおり、本事故発生時、
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機長及び副操縦士のＣＲＭ／ＴＥＭの実践状況については、改善の余地もあったものと考えられ

る。同社は、引き続き、運航乗務員に対するＣＲＭ／ＴＥＭ教育・訓練を継続、強化し、運航乗務

員にＣＲＭ／ＴＥＭのスキルが十分に定着するよう努めることが重要である。 

 

４ 原因 

本事故は、同機が接地後バウンドして機体の姿勢が不安定となり復行操作を行った際、機体の速度

が不十分なままピッチ角が過大となったため、機体後部下面が滑走路に接触したものと考えられる。 

接地後、バウンドしたことについては、横風への対応が不十分であった可能性が考えられる。 

機速が不十分なまま過大なピッチ角となったことについては、機長が接地後に反射的にスラスト・

リバーサーを作動させていたため、復行操作により機速が増加するまで時間を要した状況で、残りの

滑走路長などを懸念し、速やかに地上から離れようと、機体の速度を確認しないまま、機首上げ操作

を行ったことによるものと考えられる。 

 

５ 再発防止策 

5.1 必要と考えら

れる再発防止策 

同社は、運航乗務員に対して、スタビライズド・アプローチ及び復行の手順

について、ＡＯＭの規定を遵守させる必要があると考えられる。 

また、本事案を検証し、それらをＣＲＭ／ＴＥＭ教育・訓練の内容に反映さ

せ、運航乗務員が適切にＣＲＭスキルを発揮してＴＥＭを実践できるよう、同

社のＣＲＭ／ＴＥＭ教育・訓練を強化していく必要があると考えられる。 

5.2 本事故発生後

に講じられた再

発防止策 

本事故発生後、同社は以下の再発防止策を講じた。 

(1) 当該運航乗務員に対する措置 

① 機長 

ａ 地上座学訓練による以下の知識の再確認を行った。 

・復行の考え方、スタビライズド・アプローチ、操縦一般及び自動操縦

一般に関する規定の再確認 

・ＣＲＭ／ＴＥＭ及び同社の運航乗務員に求められる能力の再確認 

ｂ ボーイング式７４７－８Ｆの操縦に関する以下の知識の再確認及び

シミュレーター訓練を行った。 

・シミュレーターによる基礎操縦訓練 

・シミュレーターによる状況認識力及び判断力訓練 

・シミュレーターによる特定シナリオを設定しての訓練及び効果測定 

② 副操縦士 

ａ 地上座学訓練による以下の知識の再確認を行った。 

・安全管理規程、ＯＭの運航乗務員の職務、復行の考え方及びＡＯＭの

スタンダード・コールアウト訓練 

・ＣＲＭ／ＴＥＭ訓練 

ｂ 上記地上座学訓練後の知識、技量向上確認を含んだシミュレーター

訓練を行った。 

(2) 全運航乗務員に対する措置 

① 地上座学訓練による以下の知識の再確認を行った。 

ａ スタビライズド・アプローチ及び復行の考え方の再徹底の周知 

ｂ スピードブレーキアップ時のコール後のリバース・スラストレバー

操作に関する注意喚起 

ｃ Autopilot Flight Director System（ＡＦＤＳ）のApproach Landing 
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Logic（接地後に復行を行う際の留意点を含む)に関する教育の実施及

び定期審査における口述審査での定着度の確認 

② シミュレーターにより以下の付加訓練を行った。 

ａ 付加訓練に『Shallow Bounce ⇒ Landing or Go Around』を追加及

び実施 
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付図１ ＦＤＲ及びＱＡＲの記録（１８時５０分３０秒から１８時５１分４５秒） 
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付図２ ＦＤＲ及びＱＡＲの記録（１８時５１分００秒から１８時５１分３５秒の拡大図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


